
障がい児・者の防災
異常気象による災害に備える

令和６年１１月１９日（火） 13:30～15:15

いわき市保健福祉部

障がい福祉課
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平時

・防災グッズの準備

・非常食、水

・ハザードマップ

・鉢植えなどは室内に移動させる
・窓ガラスが割れないよう、シャッターや雨戸を閉める。養生テープでガラスの飛散
を防ぐ
・高齢者等避難が発令されたら避難開始

直前
・暴風対策

・避難

上陸 ・避難所で難を逃れる

01 災害発生時どうする？
例えば、強力な台風が、いわきに上陸する予報となっている場合、どのような対応をしますか？

令和５年 台風１３号の時はどうでしたか？

・懐中電灯と予備の電池、携帯ラジオ、携帯電話の充電器、ライターやろうそく、ヘ
ルメット、救急セット、着替えやタオル、ティッシュ、マスク、雨具、軍手など

・浸水の危険のある場所や避難場所、施設周辺の危険な箇所を確認し、安全に避難場
所へ辿り着ける避難ルートをチェック。

・賞味期限切れを防ぐために、保存食は多めに買い、日常的に使いながら保管する
「ローリングストック」がおすすめ。



01 災害発生時どうする？
障がい福祉課の動き

01 02 03 04

高齢者等避難 予測 高齢者等避難 発令 福祉避難所開設 福祉避難所運営

高齢者等避難の発令が

あらかじめ予測されるよ
うな場合には、およそ前
日のうちに、庁内で情報

が出されます。
それに基づき、障がい
福祉課では医ケア児に対

して状況の確認を行いま
す。

「災害が発生するおそれ

がある状況」や、「災害
リスクのある区域の高齢
者等が危険な場所から避

難するべき状況」におい
て、市長から必要な地域
の居住者等に対し発令す

る情報です。

高齢者等避難が発令
されると、
市内の福祉避難所を
開設します。

（詳細は後ほど）

平日、休日を問わず

避難所の運営に携わ
ります。
市内各施設の被災状

況等の確認



02福祉避難所とは
「主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者を滞在させることが想定されるものにあつては、

要配慮者の円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備その他

の要配慮者の良好な生活環境の確保に資する事項について内閣府令で定める基準に適合するものであること。」

高齢者や障害者など一般の避難所生活では支障をきたす要配慮者に対して、特別の配慮がなされた避難所のこと

段差を極力無くし、スロープに
非常用の電源が備えられている
介護用品がある
障害者用トイレがある etc...



03対象施設
全73施設

災害発生時、どの施設が開設されているか、

公表はしていません

野の花ホーム
カナン村
はまなす荘
はまぎく荘
ふじみの園
いわき育成園
けやき共同作業所
工房けやき
あとりえ北山
工房阿列布
綴町就労支援センター
いわき学園
いわき希望の園
つばさ
いわき光成園
のはら
はまゆう

いわき自立生活センター
福島整肢療護園
光の家
ポポロ
自由空間
創造空間
レジデンスなこそ
いわき市障害者生活介護センター
やしおみ荘
県立平支援学校
県立いわき支援学校
いわきゆったり館
いわきサン・アビリティーズ
福島県いわき海浜自然の家
南部アリーナ
etc...



04対象者
高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者

妊産婦、乳幼児、病弱 者等避難所での生活に支障をきたすため、避難所生活において何

らかの特別な配慮を必要とする者、及びその家族まで含めて差し支えない。

「その他特に配慮を要する者」

→ 妊産婦、傷病者、内部障害者、難病患者等

※特別養護老人ホーム又は老人短期入所施設等の入所対象者はそれぞれ緊急入所

等を含め、当該施設で適切に対応されるべきであるため、原則として福祉避難所

の対象者とはしていない。



05福祉避難所の課題
マンパワーの不足

福祉避難所を支える支援者の確保が不十分。

移送の課題

広域に避難することが想定され、交通手段の確保が困難。

資器材の不足

簡易ベッドや、発電機などの資器材が、すべての福祉避難所にあるわけではない。

市と事業所との連携

協定は結んだものの、実際にどのように動くのかハッキリとしていない。



06今、必要なこと

訓練01

防災の基本は、

自分の命は自分で守ること

自助・共助の理解02

協定を

実効性のあるものに

市と事業所の連携03

実際の災害を想定した訓練

11/16（土）いわき市総合防災訓練


